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第１ 施策評価の概要 

 

１ 施策評価について  

 

「ほっといばらき もっと、ずっと」のスローガンのもと、平成 27年度にスタートし

た「第５次茨木市総合計画」は、基本構想、基本計画、実施計画の３層で構成されてい

ます。 

総合計画では、基本構想に掲げるまちの将来像とまちづくりを支える基盤の実現に向

け、後期基本計画には、36 の施策とそれを構成する 122 の取組による施策別計画が定

められており、施策ごとに評価を行うことで、施策と取組の進捗を管理するものとして

います。 

そこで、総合計画に掲げる施策の方向性に沿った進行状況の評価を行い、今後の施策

の進め方を検討する「施策評価」を、平成 27 年度実施施策分から実施します。なお、

評価にあたっては、毎年度実施する市内部における評価に加え、各分野別計画の審議会

委員である学識経験者による外部評価も実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次茨木市総合計画のスローガン 
ほっといばらき もっと、ずっと 

まちの将来像 

まちづくりを支える基盤 など 

施策別計画【施策(36)・取組(122)】 
など 

基本構想 

基本計画 

政策的事業 

実施計画 

施策評価の対象 

図１ 第５次茨木市総合計画の体系 
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２ 施策評価の目的  

 

(1) 総合計画の進行管理 

第５次茨木市総合計画に掲げるまちの将来像等の実現に向け、基本計画に定める施

策及び取組の現状や課題を確認し、目標の進行状況を評価するとともに今後の方針を

設定し、総合計画実施計画等につなげることにより、施策等の推進を図ります。 

 

(2) 効率的で効果的な行財政運営の実現 

複数の事務事業で構成される施策及び取組単位で評価を行い、施策等への貢献度、

優先度等を踏まえ、幅広い視点から個々の事務事業のあり方を検討することにより、

総合計画実施計画等における事務事業の選択と集中を実現するとともに、より効率的

で効果的な行財政運営の実現を図ります。 

 

(3) 市民との情報共有 

施策等の進行状況を数値で示す指標等を活用し、施策等の現状と課題、今後の方針

等を分かりやすく公表して市民と共有することにより、市の説明責任を果たすととも

に市政への理解と協力を得ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策
評価 

 

R2 

  前期基本計画（5年間） 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

実施計画（5年間を毎年見直し） 

R3 

R4 

公表年度 

図２ 施策評価による総合計画推進のイメージ 

年度 

実施計画 

実施計画 

後期基本計画（5年間） 

基本構想（10 年間） 

年度末時点の施策の目標の進行状況を評価するとともに、 

施策及び行財政改革の推進に向けた今後の方針を設定。 

⇒実施計画につなげる 
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３ 評価方法等  

 

(1) 施策評価の対象 

第５次茨木市総合計画後期基本計画に掲げる36施策（122取組）すべてを対象とし、

令和５年度末現在における現状と課題等について評価を行います。 

 

(2) 評価方法 

市内部において、各取組の主たる担当課により取組レベルの評価（取組評価）を行

った後、それらを踏まえて、各施策の主たる担当課により施策レベルの評価（施策評

価）を行います。 

取組評価においては、各取組の目的、意図を表現し、実績の推移等を確認すること

で成果を把握できる参考指標を可能な限り設定し、定量的で客観的な点検・評価等と

なるよう努めています。 

 

(3) 施策評価結果の活用 

  施策評価の課題を踏まえ、毎年度ローリングを行う総合計画実施計画において、事

業の新規、拡充、見直し等の立案を行うことにより、今後５年間における施策及び行

財政改革の推進を図ります。 

  また、実施計画を踏まえた予算編成、事業実施を行い、施策評価においてその成果

等を評価することにより、本市の行財政運営におけるＰＤＣＡマネジメントサイクル

を機能させていくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総合計画実施計画 

・予算編成 

Plan（計画） 

・事業実施 

・行革の取組 

・機構改革 

・人員配置 

Do（実施） 

・施策評価 

Check（評価） 

・事業立案 
 （新規、拡充、見直し） 

・ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ推進 

 

Action（改善） 

マネジメントサイクル 

第５次茨木市総合計画 

茨木市行財政改革指針 

その他各種行政計画 

図３ 行財政運営におけるＰＤＣＡマネジメントサイクルのイメージ 
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第２ 令和５年度施策評価結果 

 

１ 評価結果の総括  

 

  後期基本計画の36の施策及び122の取組における、総合評価は下表のとおりです。

なお、総合評価のＡ～Ｄ（a～d）の意味は次のとおりです。 

  

 

 

 

 

(1) 施策評価 

まちの将来像等 

（第５次総合計画） 

施策の総合評価 
施策数 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

１ ともに支え合い、健やかに暮らせるまち 3 3 0 0 6 

２ 次代の社会を担う子どもたちを育むまち 1 4 0 0 5 

３ みんなの”楽しい”が見つかる文化のまち 0 5 0 0 5 

４ 市民・地域とともに備え、命と暮らしを守る安全安心のまち 2 2 0 0 4 

５ 都市活力がみなぎる便利で快適なまち 0 5 0 0 5 

６ 心がけから行動へ みんなで創る環境にやさしいまち 0 4 0 0 4 

７ まちづくりを進めるための基盤 4 3 0 0 7 

計 10 26 0 0 36 

 

(2) 取組評価 

まちの将来像等 

（第５次総合計画） 

取組の評価 
取組数 

ａ ｂ ｃ ｄ 

１ ともに支え合い、健やかに暮らせるまち 8 9 0 0 17 

２ 次代の社会を担う子どもたちを育むまち 5 10 0 0 15 

３ みんなの”楽しい”が見つかる文化のまち 6 11 0 0 17 

４ 市民・地域とともに備え、命と暮らしを守る安全安心のまち 7 7 0 0 14 

５ 都市活力がみなぎる便利で快適なまち 4 21 0 0 25 

６ 心がけから行動へ みんなで創る環境にやさしいまち 1 10 0 0 11 

７ まちづくりを進めるための基盤 14 9 0 0 23 

計 45 77 0 0 122 

 

 

 

Ａ・a 施策、取組の方向性に沿って順調に進行している。 

 Ｂ・b 施策、取組の方向性に沿っておおむね順調に進行している。 

 Ｃ・c 施策、取組の方向性に沿った進行にやや遅れが生じている。 

 Ｄ・d 施策、取組の方向性に沿った進行に大幅な遅れが生じている。 
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２ 施策評価シートの見方  

 

 施策評価シートの構成と見方は次のとおりです。 

 ※外部評価の意見を受けて修正した部分は、下線を引いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の推進を担う担当課を、主担当課と関連課に分けて記載し
ています。施策評価シートの作成担当者は施策主担当課長です。 

施策を構成する単位である取組を列挙しています。各取組の評

価は次ページ以降に掲載されています。 

第５次茨木市総合計画後期基本計画の内容を記載しています。 

令和５年度末時点での施策の進行状況について、Ａ～Ｄの４段階で総合評価を行い、評価

理由を記載しています。総合評価の目安は次のとおりとし、これによらない場合には、そ

の理由を、評価理由欄において文章で明らかにすることとしています。 

Ａ：すべての取組の評価がａまたはｂであり、かつ、５割以上がａであることから施策の
方向性に沿って順調に進行している。 

Ｂ：①すべての取組の評価がａまたはｂであり、かつ、５割以上がｂである。 

  ②一部の取組の評価がｃであるが、５割以上はａまたはｂである。 
  ①または②から施策の方向性に沿っておおむね順調に進行している。 
Ｃ：Ａ・Ｂ・Ｄ以外（施策の方向性に沿った進行にやや遅れが生じている。） 

Ｄ：７割以上の取組の評価がｄであることから、施策の方向性に沿った進行に大幅な遅れ
が生じている。 
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【評価シートの見方（続き）】 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 施策評価シート  

 

 全 36 施策の施策評価シートは次ページ以降のとおりです。 

施策を構成する取組の評価結果とその理由が記載されています。取組の評価の目安は次の

とおりです。 
 
【参考指標を設定している場合】 

参考指標の推移と評価欄の関係性の目安は次のとおりとし、これによらない場合には、そ
の理由を、評価理由欄において文章で明らかにすることとしています。 
ａ：すべての参考指標が目標値に向けて順調に推移していることから、取組の方向性に 

沿って順調に進行している 
ｂ：一部の参考指標の推移が目標水準を下回っているが、目標値の達成は可能であるこ 
とから、取組の方向性に沿っておおむね順調に進行している 

ｃ：一部の参考指標の推移が目標水準を下回っており、目標値の達成が困難であること 
から、取組の方向性に沿った進行にやや遅れが生じている 

ｄ：すべての参考指標の推移が目標水準を下回っているなど、多くの目標値の達成が困 

難であることから、取組の方向性に沿った進行に大幅な遅れが生じている 
 
【参考指標を設定していない場合】 

目標に対する現状を分析し、ａ～ｄの最も適当な選択肢を選択し、評価理由欄を記入して
います。 

外部評価として、市内部の評価結果の妥当性や、施策の推進に向けて今後留意すべき点等

に関する学識経験者からの意見を記載しています。 
なお、外部評価の意見を踏まえて評価の記載を変更した部分は、下線を引いています。 


